
第２期川西市こども・若者未来計画（案）修正対比表  

 

８、９ページ　第１章　４（４）子どものための教育保育給付 

【変更前】 

（４）子どものための教育保育給付 

幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業の利用にあたっては、教育保育の必要性に応じた支給

認定を受ける必要があります。 

 

❶　支給認定の種類　 

※私立幼稚園は新制度に移行するか、現行制度のまま継続するか、各園の判断において選択することとされています 
 

❷　無償化認定区分　 

 
❸　保育の必要性に応じた区分　 

2 号認定または 3 号認定は、保育の必要量によってフルタイム就労を想定した「保育標準時間」（最長

11 時間）、またはパートタイム就労を想定した「保育短時間」（最長 8 時間）に区分されます。 

 
❹　給付対象施設　 

 

 

 

 支給認定区分 対象となる子ども 利用する主な施設・事業

 １号認定 満 3 歳以上の就学前の子ども（2 号認定を除く） 認定こども園・幼稚園※

 ２号認定 満 3 歳以上で保護者の就労や疾病等により保育を必要とする子ども 認定こども園・保育所

 ３号認定 満 3 歳未満で保護者の就労や疾病等により保育を必要とする子ども
認定こども園・保育所・ 
地域型保育事業

 認定区分 対象となる子ども 利用する主な施設・事業

 新１号認定 満 3 歳以上の就学前の子ども 幼稚園（私学助成幼稚園）

 新２号認定 満 3 歳以上の就学前の子ども 認可外保育施設等、幼稚園・認定こども園の預かり保育

 新３号認定 満 3 歳未満の就学前の子ども 認可外保育施設等、幼稚園・認定こども園の預かり保育

 支給認定区分 対象となる子ども

 
幼稚園

・3 歳から就学までの児童を対象とし、小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の 
教育を行う施設 

・昼過ぎ頃までの教育時間のほか、園により教育時間前後や園の休業中の教育活動(預かり 
保育)等を実施

 
保育所

・0 歳から就学までの児童を対象とし、就労等のため家庭で保育のできない保護者に代わっ
て保育する施設 

・夕方までの保育のほか、延長保育を実施

 
認定こども園

・0 歳から就学までの児童を対象とし、幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持ち、地域の 
子育て支援も行う施設 

・4 つの類型（幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型）に分類

 
地域型保育事業

・0 歳から 2 歳を対象とし、少人数の単位（20 人未満）で保育を必要とする児童を預かる事業 
・4 つの類型（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）に分類

資料 2-4　別添１



【変更後】※新たに（５）を単独記載 

（４）子どものための教育保育給付 

幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業の利用にあたっては、教育保育の必要性に応じた１号

～３号認定の支給認定を受ける必要があります。 

 

❶　支給認定の種類 

※私立幼稚園は新制度に移行するか、現行制度のまま継続するか、各園の判断において選択することとされています 
 

❷　保育の必要性に応じた区分　 

2 号認定または 3 号認定は、保育の必要量によってフルタイム就労を想定した「保育標準時間」（最長

11 時間）、またはパートタイム就労を想定した「保育短時間」（最長 8 時間）に区分されます。 

 
❸　給付対象施設　 

（５）子育てのための施設等利用給付 

　　幼稚園（私学助成幼稚園）、認可外保育施設等、幼稚園・認定こども園の預かり保育の利用料等の無償化

の適用を受けるためには、新１号～新３号認定の認定を受ける必要があります。 

 支給認定区分 対象 利用する主な施設・事業

 １号認定 満 3 歳以上の就学前のこども（2 号認定を除く） 認定こども園・幼稚園※

 ２号認定 満 3 歳以上で保護者の就労や疾病等により保育を必要とするこども 認定こども園・保育所

 ３号認定 満 3 歳未満で保護者の就労や疾病等により保育を必要とするこども
認定こども園・保育所・ 
地域型保育事業

 施設 対象

 
幼稚園

・3 歳から就学までの児童を対象とし、小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の 
教育を行う施設 

・昼過ぎ頃までの教育時間のほか、園により教育時間前後や園の休業中の教育活動(預かり 
保育)等を実施

 
保育所

・0 歳から就学までの児童を対象とし、就労等のため家庭で保育のできない保護者に代わっ
て保育する施設 

・夕方までの保育のほか、延長保育を実施

 
認定こども園

・0 歳から就学までの児童を対象とし、幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持ち、地域の 
子育て支援も行う施設 

・4 つの類型（幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型）に分類

 
地域型保育事業

・0 歳から 2 歳を対象とし、少人数の単位（20 人未満）で保育を必要とする児童を預かる事業 
・4 つの類型（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）に分類

 認定区分 対象 利用する主な施設・事業

 新１号認定
満 3 歳以上の就学前のこども（新
２号、新３号認定を除く）

幼稚園（私学助成幼稚園）

 
新２号認定

満 3 歳に達する日以後最初の３月
３１日を経過し、保護者の就労や疾
病等により保育を必要とするこど
も

幼稚園（私学助成幼稚園）、認可外保育施設等、幼稚園・
認定こども園の預かり保育

 
新３号認定

０～２歳、満 3 歳に達する日以後最
初の３月３１日までで、保護者の就
労や疾病等により保育を必要とし、
かつ、市民税非課税世帯のこども

幼稚園（私学助成幼稚園）、認可外保育施設等、幼稚園・
認定こども園の預かり保育


